
足立区公契約条例 
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 付則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、公契約に係る区の基本方針並びに区及び公契約の相手方となる者が

対等な立場と信頼関係をもとに締結する公契約において果たすべき責務を定めるととも

に、公正、公平な入札・契約制度を確立し、安全かつ良質な事務、事業の執行を確保す

ることにより、もって地域経済の活性化と区民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 （１） 公契約 区が発注する工事、製造その他の請負の契約をいう。 

 （２） 受注者 公契約を区と締結する者をいう。 

 （３） 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

    ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他区以外の

者から公契約に係る業務の一部を請け負う者 

    イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）に基づき受注者又はアに規定する者へ公契約に係

る業務に従事する労働者を派遣する者 

 （４） 労働者等 次に掲げる者をいう。 

    ア 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら当該公契約に係る業務に従事する労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族の

みを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。） 

    イ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は前号アに規定する者との

請負の契約により公契約に係る業務に従事する者 

 （５） 賃金等 公契約に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。 

    ア 前号アに該当する者がその雇用する者から得る賃金 

    イ 前号イに該当する者が当該請負契約により得る収入 

 （基本方針） 

第３条 区は、公契約における法令遵守を徹底させるとともに、次に掲げる事項を公契約



の実施に係る基本方針とする。 

 （１） 公契約の適正な履行により事務、事業を円滑に執行し、良質な区民サービスを

確保すること。 

 （２） 労働者等の適正な労働条件の確保、安全な労働環境の整備を図ること。 

 （３） 地域経済の活性化に寄与する事業者を適正に評価し、区内業者の育成を図るこ

と。 

 （４） 入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性並びに公正、公平な競争を確保す

ること。 

 （５） 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 

 （区の責務） 

第４条 区は、前条に定める基本方針（以下「基本方針」という。）にのっとり、公契約

に係る総合的な施策を講じなければならない。 

２ 区は、基本方針にのっとり、地域経済の活性化のため、区内事業者が積極的に競争に

参加できる仕組みを作らなければならない。 

３ 区は、別に定める工事成績評価制度により、公契約の安全性と優良な品質を確保しな

ければならない。 

４ 区は、公契約の発注に際し、労働者等の労働条件の確保、労働環境整備に留意するよ

う、契約の相手方となる者に対し要請しなければならない。 

 （受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約を受注するものとして社会的な責任を自覚し、法令等を遵守す

るとともに、前条第１項に規定する区の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 受注者は、労働者等の適正な労働条件の確保、労働環境の整備に努めなければならな

い。 

   第２章 公契約に定める事項等 

 （適用範囲） 

第６条 この条例が適用される公契約の範囲は、次に掲げるものとする。 

 （１） 予定価格が１億８千万円以上の工事又は製造の請負の契約 

 （２） 予定価格が９千万円以上の工事又は製造の請負以外の請負の契約のうち、区長

が別に定めるもの 

 （公契約に定める事項） 

第７条 区は、公契約においては、次に掲げる事項を定めるものとし、受注者及び受注関

係者は、当該事項を遵守しなければならない。 

 （１） 受注者及び受注関係者は、公契約に係る業務に従事する労働者等に対し、第９

条第１項の規定により区長が定める労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなけれ

ばならないこと。 

 （２） 受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等が労働報酬下限額を

下回ったときは、当該賃金等と労働報酬下限額との差額に相当する額を当該受注

関係者と連帯して支払わなければならないこと。 



 （３） 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者等の氏名、職種、従事した時間

その他規則で定める事項を記載した台帳を作成し、当該記載事項について、区長

が指定する期日までに報告しなければならないこと。 

 （４） 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場の見やすい

場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することにより労働者等に周

知しなければならないこと。 

    ア この条例の適用を受ける労働者等の範囲 

    イ 第９条第１項の規定により区長が定める労働報酬下限額 

    ウ 第１０条の規定による申出をする場合の申出先 

 （５） 受注者は、第１３条第１項の規定による報告の求め又は立入調査に応じなけれ

ばならないこと。 

 （６） 受注者は、第１４条第１項に規定する是正措置を講ずるよう求められた場合に

は、速やかに是正の措置を講じ、当該措置について、区長が定める期日までに、

区長に報告すること。 

 （７） 受注者が次条各号の規定に該当するときは、区は、公契約を解除することがで

きること。 

 （８） 前号の規定による公契約の解除により受注者に損害が生じても、区は、その損

害を賠償する責任を負わないこと。 

 （９） 受注者がこの条例の規定に違反し、公契約を解除したときは、違約金を徴収す

ることができること。 

 （契約解除） 

第８条 区は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、公契約を解除することが

できる。 

 （１） 第１３条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条

第１項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

 （２） 第１４条第１項の規定による命令に従わないとき。 

 （３） 第１４条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

   第３章 公契約に従事する労働者等の労働条件の確保等 

 （労働報酬下限額） 

第９条 区長は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）に定める賃金のほか、次の各

号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額その他の事情を勘案して、公契約に適

用する労働報酬下限額を定めるものとする。 

 （１） 工事又は製造の請負の契約 区が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価 

 （２） 工事又は製造の請負以外の請負の契約 国土交通省が国の建築保全業務を委託

する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業務労務単価、生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）第８条第１項に規定する厚生労働大臣の定め

る基準において区に適用される額その他の公的機関が定める基準及び区に勤務す



る臨時職員の賃金単価等 

２ 区長は、労働報酬下限額を定めようとするときは、第１２条に規定する足立区労働報

酬審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 区長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示する。 

 （労働者等の申出） 

第１０条 労働者等は、賃金等が支払われるべき日において、支払われるべき当該賃金等

が支払われていない場合又は支払われた当該賃金等の額が前条の規定による労働報酬下

限額を下回る場合は、区長又は受注者若しくは受注関係者にその事実を申し出ることが

できる。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第１１条 受注者及び受注関係者は、前条の規定による申出があった場合は、誠実に対応

するとともに、当該労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除そ

の他不利益な取扱いをしてはならない。 

 （労働報酬審議会） 

第１２条 労働報酬下限額について調査、審議するため、区長の附属機関として足立区労

働報酬審議会（以下「労働報酬審議会」という。）を設置する。 

２ 労働報酬審議会は、委員６人以内をもって組織する。 

３ 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有するもののうちから、区長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、労働報酬審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

   第４章 公契約の適正な履行の確保 

 （報告及び立入調査） 

第１３条 区長は、第１０条の規定による申出があったとき、又はこの条例に定める事項

の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、受注者に対して報告を求め、又

は区の職員に受注者の事業所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の

物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

 （是正措置） 

第１４条 区長は、前条第１項の報告及び立入調査の結果、受注者及び受注関係者がこの

条例の規定に違反していると認めるときは、受注者に対して速やかに当該違反を是正す

るために必要な措置を講ずることを命じることができる。 

２ 受注者は、前項の規定により違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じら

れた場合には、速やかに是正の措置を講ずるものとし、区長は、当該措置について、区

長が定める期日までに、報告を求めることができる。 

 （公表） 



第１５条 区長は、第８条の規定により公契約の解除をしたとき、又は公契約の終了後に

受注者がこの条例の規定に違反したことが判明したときは、その旨を区長が定めるとこ

ろにより公表することができる。 

２ 公表する事項及び方法は、規則で定める。 

   第５章 公契約等審議会 

 （公契約等審議会） 

第１６条 入札及び契約手続における公正性、透明性を確保し、この条例を適切に運用す

るため、区長の附属機関として足立区公契約等審議会（以下「公契約等審議会」という。）

を設置する。 

２ 公契約等審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） 入札及び契約手続の運用状況について、調査、審議すること。 

 （２） 入札及び契約手続に関する苦情申立てについて、調査、審議すること。 

 （３） 前２号のほか、この条例の運用状況、区の契約制度の適正なあり方について、

調査、審議すること。 

３ 公契約等審議会は、委員５人以内をもって組織する。 

４ 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約に関して審議及び調査を行うことが

できる学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、公契約等審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

   第６章 補則 

 （指定管理者との協定） 

第１７条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者（以下「指定管理者」という。）と締結する公の施設の管理に関する協定で、規

則で定めるものについては、この条例の適用を受ける公契約とみなして、この規定を適

用する。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   付 則（平成２５年９月３０日条例第４７号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第１２条、第１６条及び付則第３項の規定は、平成２５年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第６条から第１１条まで、第１３条及び第１４条の規定（第１７条の規定により適用

する場合を含む。）は、施行日以後に公告し、又は通知する工事、製造その他の請負の

契約及び同日以後に公募する指定管理者に係る公の施設の管理に関する協定について適

用する。 



 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年足立区条例

第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部に次のように加える。 

足立区労働報酬審議会 日額  ７，０００円 

足立区公契約等審議会 日額 ２１，０００円 

   付 則（令和２年１２月２２日条例第６４号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行に伴い新たに任命される足立区公契約等審議会の委員の任期は、改正

後の足立区公契約条例第１６条第５項本文の規定にかかわらず、令和３年１２月９日ま

でとする。 

 



足立区公契約条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、足立区公契約条例（平成２５年足立区条例第４７号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 （公契約の範囲） 

第３条 条例第６条第２号に規定する区長が別に定める契約とは、次に掲げるものとする。 

 （１） 庁舎その他施設（指定管理者による管理を行わないものに限る。以下同じ。）

における設備又は機器の運転又は管理の業務に関する契約 

 （２） 庁舎その他施設における電話交換、受付及び案内の業務に関する契約 

 （３） その他、条例の適用を受ける契約として区長が適当と認めるもの 

２ 前項第３号に該当する契約については、これを告示する。 

 （条例の規定の適用を受ける指定管理者との協定） 

第４条 条例第１７条に規定する条例の規定の適用を受ける指定管理者との協定は、別表

に掲げる条例で設置する公の施設に係る指定管理者との協定とする。 

 （台帳の作成及び報告） 

第５条 条例第７条第３号に規定する規則で定める台帳記載事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 （１） 公契約（指定管理者との協定を含む。以下同じ。）の件名 

 （２） 公契約の履行開始日及び履行期限 

 （３） 受注者の氏名（法人その他の団体にあっては名称）、担当者氏名及び連絡先 

 （４） 受注関係者の氏名及び所在地（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の

氏名並びに事務所の所在地）、担当者氏名及び連絡先 

 （５） 労働報酬下限額 

 （６） 公契約に係る業務に従事した時間数 

 （７） 労働報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額 

２ 台帳は、毎月作成しなければならない。 

 （算定労働時間数） 

第６条 前条第１項第７号の算定労働時間数とは、労働者等が公契約に係る業務に従事し

た時間数に、次に掲げる時間数を加えた時間数をいう。この場合において、合計した時

間数に１時間未満の端数を生じた場合は、その端数が３０分以上のときは１時間とし、

３０分未満のときは切り捨てる。 

 （１） １日について８時間を越えて従事した時間数に１００分の２５を乗じた時間 

 （２） 休日に従事した時間数に１００分の３５を乗じた時間数 

 （３） 午後１０時から翌日の午前５時までの間に従事した時間数に１００分の２５を

乗じた時間数 



 （立入調査をする職員の証明書） 

第７条 条例第１３条第２項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式とする。 

 （公表） 

第８条 条例第１５条第２項に規定する公表事項は、次に掲げるものとする。 

 （１） 公契約の件名及び締結日 

 （２） 受注者又は受注関係者の氏名及び所在地（法人その他の団体にあっては、名称

及び代表者の氏名並びに事務所の所在地） 

 （３） 公契約の解除をした場合は、その日及び理由 

 （４） 公契約の終了後に受注者及び受注関係者が条例の規定に違反したことが判明し

た場合は、その違反の内容及びそれに対する措置 

 （５） 前４号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

２ 公表は、区のホームページに掲載する方法により行うものとする。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   付 則（平成２６年２月２１日規則第６号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年３月２日規則第９号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年３月２７日規則第２８号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   付 則（令和４年２月３日規則第３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の足立区公契約条例施行規則の規定は、公布の日以後に指定管理者

を公募した公の施設に係る指定管理者との協定について適用し、同日以前に

指定管理者を公募した公の施設に係る指定管理者との協定については、なお

従前の例による。 



 

別表（第４条関係） 

足立区立公園条例（昭和３３年足立区条例第２号） 

足立区立図書館条例（昭和４４年足立区条例第１０号） 

足立区温水プール条例（昭和５３年足立区条例第６号） 

足立区総合スポーツセンター条例（昭和５３年足立区条例第５０号） 

足立区地域体育館条例（昭和５６年足立区条例第２５号） 

足立区東綾瀬公園温水プール条例（平成４年足立区条例第２９号） 

足立区立千寿本町小学校温水プール条例（平成４年足立区条例第５７号） 

足立区西新井文化ホール条例（平成５年足立区条例第５５号） 

足立区生涯学習センター条例（平成１２年足立区条例第６２号） 

足立区地域学習センター条例（平成１３年足立区条例第３４号） 

足立区文化芸術劇場条例（平成１５年足立区条例第５７号） 

足立区における保育の利用等に関する条例（平成２３年足立区条例第４号） 

足立区こども未来創造館条例（平成２４年足立区条例第３２号） 

足立区立校外施設条例（昭和３９年足立区条例第１６号） 

 



 

別記様式 
（表） 

第     号 

立 入 調 査 員 証 

                  職  名  
                  氏  名  
                  生年月日   年  月  日 

                  上記の者は、足立区公契約条例第１３条 
                 第１項及び第２項の規定により立入調査を 
                 行う職員であることを証明する。 
 
 
有効期限     年   月   日から 

          年   月   日まで 
 

足立区長             
 
 

（裏） 

足立区公契約条例（抜粋） 

（報告及び立入調査） 

第１３条 区長は、第１０条の規定による申出があったとき、又はこの

条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めると

きは、受注者に対して報告を求め、又は区の職員に受注者の事業所等

へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
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